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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地中に埋設され、一端に地上への開口部を有するマンホール本体と、
　そのマンホール本体の他端側の周壁に内外に貫通させた貫通孔に接続され、前記マンホ
ール本体の内外の汚水流通を行うための排水管と、
　前記マンホール本体の内側に設けられ、前記他端側に前記マンホール本体外への通じる
第一開口部と、前記一端側に前記マンホール本体内へ通じる第二開口部とを有し、前記マ
ンホール本体外の液状化に伴う過剰間隙水を前記マンホール内へ導入する誘導経路部と、
を備え、
　前記第一開口部には、前記排水管の外周面を取り囲む環状孔が形成され、前記排水管が
前記環状孔にシール部を介して、前記マンホール本体に取り付けられたマンホール。
【請求項２】
　前記第二開口部は、地下水位よりも鉛直方向において地上側に設けられた請求項１に記
載のマンホール。
【請求項３】
　前記誘導経路部は、前記マンホール本体の前記周壁部の内周面に沿って設けられた請求
項１又は２に記載のマンホール。
【請求項４】
　前記第一開口部に、前記誘導経路部に流通する前記過剰間隙水を濾過する濾過部材が備
えられた請求項１～３のいずれか１項に記載のマンホール。
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【請求項５】
　前記濾過部材は、前記排水管の外周を取り囲む形で前記第一開口部へ備えられた請求項
４に記載のマンホール。
【請求項６】
　前記誘導経路部内に前記濾過部材を固定する網状固定部材が備えられた請求項４又は５
に記載のマンホール。
【請求項７】
　前記濾過部材は、点加重が０．２ｋＮ以上０．６ｋＮ以下の範囲内で損傷する低強度濾
過部材によって構成された請求項４～６のいずれか１項に記載のマンホール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地震時における地盤の液状化に伴う浮き上がりを防止し、排水管との接続部
の損傷を防止する低強度人工軽量ろ過材を用いた耐震構造のマンホール及びそれに備えら
れる誘導経路部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の大地震において、下水道施設に多大な被害が生じている。特に、地震時に地盤が
液状化することにより、マンホールの浮上やマンホールと排水管との接続部の損傷等が発
生し、交通障害や下水流水化機能障害の問題が起こっている。マンホールは内部が空間に
なっており比重の軽い構造体であるため、マンホール管やそれに接続している管路は全体
的な比重が周辺の液状化した地盤の比重よりも軽くなり、鉛直上方に浮き上がらせようと
する浮力を受けることになる。このため底部に揚圧力が作用すると、浮き上がりを生じ易
い。そして、地震時に地盤の液状化が発生すると、底部近傍の水圧上昇に伴うマンホール
の浮き上がりが生じる。
【０００３】
　このため、地震時の地盤の液状化に伴う浮き上がりを防止するマンホールが提案されて
いる（例えば、特許文献１）。
【０００４】
【特許文献１】特許第３４４０１４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の過剰間隙水圧吸収機構は、マンホール本体の外側に設けら
れるため、埋設されているマンホールに備えるためには、地盤を掘り返す必要がある。マ
ンホールが浮き上がりを生じやすいものであるとともに、市街地等に埋設されており施工
環境がよくないため、地震時における地盤の液状化に伴うマンホールの浮き上がりについ
ての対策が求められている。
【０００６】
　本発明の課題は、地震時における地盤の液状化に伴う浮き上がりを防止するマンホール
及びそれに備えられる誘導経路部材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明によれば、
　地中に埋設され、一端に地上への開口部を有するマンホール本体と、
　そのマンホール本体の他端側の周壁に内外に貫通させた貫通孔に接続され、マンホール
本体の内外の汚水流通を行うための排水管と、
　マンホール本体の内側に設けられ、他端側にマンホール本体外への通じる第一開口部と
、一端側にマンホール本体内へ通じる第二開口部とを有し、マンホール本体外の液状化に
伴う過剰間隙水をマンホール内へ導入する誘導経路部と、
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　を備え、
　第一開口部には、排水管の外周面を取り囲む環状孔が形成され、排水管が環状孔にシー
ル部を介して、マンホール本体に取り付けられたマンホール、
が提供される。
【０００９】
　そして、第二開口部は、地中の地下水位よりも鉛直方向において地上側に設けられるよ
うに構成するとよい。また、誘導経路部は、マンホール本体の周壁部の内周面に沿って設
けられているように構成することができる。
【００１０】
　そしてシール部は、地震時において、所定以上のマンホール本体の揺動に対して、第一
開口部と排水管とが相対変位可能に構成してもよい。
【００１１】
　また第一開口部に、誘導経路部に流通する過剰間隙水を濾過する濾過部材を備える構成
とすることができる。具体的には、濾過部材は、排水管の外周を取り囲む形で第一開口部
へ備えるように構成することができる。
【００１２】
　さらに誘導経路部内に濾過部材を固定する網状固定部材を備える構成とすることができ
る。網状固定部材としては、例えば、ネットを使用することができる。
【００１３】
　そして濾過部材は、点加重が０．２ｋＮ以上０．６ｋＮ以下の範囲内で損傷する低強度
濾過部材によって構成するとよい。
【発明の効果】
【００１４】
　上記構成によれば、マンホール本体の内側に設けられた誘導経路部によって、マンホー
ル本体外の地盤の液状化に伴う過剰間隙水をマンホール内へ導入することができる。具体
的には、第一開口部から過剰間隙水を導入して、第二開口部からマンホール本体内に放出
することにより、マンホール本体外の過剰間隙水をマンホール内へ導入する。これにより
、マンホール本体外の地下水位の上昇に伴う水圧上昇を抑えてマンホールの浮き上がりを
防止することができる。また誘導経路部材を、マンホール本体の内側に備えることにより
、誘導経路部を形成するため、埋設された既設のマンホールの周囲の地盤を掘り起こすこ
となくマンホールにも設置することができる。
【００１５】
　そして、以上のような構成によれば、特別なメンテナンスを行う必要がなく、過剰間隙
水圧を解消し、本震、余震を問わずマンホール浮上防止効果が得られる。また、既設のマ
ンホールに対しても、道路の舗装を壊すことなく非開削で施工が可能であるため、コスト
縮減及び施工時間短縮の効果が得られる。さらに、低強度濾過部材を使用することにより
、地震時にマンホール本体や排水管が揺動すると、濾過部材が損傷して揺れを吸収するた
めに、マンホール本体や排水管が損傷することが防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明するが、本発明は、以下の実
施形態に限定されるものではなく、発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、変更、修正、
改良を加え得るものである。
【００１７】
　図１（ａ）は、本発明のマンホール１の断面図である。また、図１（ｂ）は、図１（ａ
）のＡ－Ａ断面図である。マンホール１は、地中に埋設され、円筒形状にコンクリートに
よって形成されて、一端に地上への開口部４を有するマンホール本体２と、そのマンホー
ル本体１の他端側の周壁２ａに内外に貫通させた貫通孔２ｂに接続され、マンホール本体
１の内外の汚水流通を行うための排水管３とを備える。マンホール本体１の一端に形成さ
れた開口部４には、金属製のマンホール蓋９が着脱自在に備えられており、開口部４の周
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囲は舗装が施されている。
【００１８】
　また、マンホール１は、マンホール本体２の周壁２ａの内周面側に、地震時の地盤の液
状化に伴う過剰間隙水をマンホール本体２内へ導入する誘導経路部５を備える。導入経路
部５は、マンホール本体２の他端側にマンホール本体２外への通じる第一開口部５ａと、
地上側である一端側にマンホール本体２内へ通じる第二開口部５ｂとを有する。第二開口
部５ｂは、地中の地下水位よりも鉛直方向において地上側に設けられている。このため、
通常時は、地下水をマンホール本体２内に導入せず、地震時に過剰間隙水により地下水位
が上昇すると、マンホール１の浮き上がりを防止するために、マンホール本体２内に過剰
間隙水を導入することができる。
【００１９】
　図２にマンホール本体２に備えられて誘導経路部５とされる誘導経路部材５ｋを示す。
誘導経路部材５ｋは、過剰間隙水を導入する導入口となる第一開口部５ａと、導入された
過剰間隙水が放出される第二開口部５ｂとが形成され、一方の外周面５ｓがマンホール本
体２の内周面と同形状に形成され、さらに内部が空洞とされている。
【００２０】
　第一開口部５ａには、誘導経路部５に流通する過剰間隙水を濾過する濾過部材１５が、
排水管３の外周を取り囲む形で備えられている。このように構成することにより、第一開
口部５ａを大きく形成して、過剰間隙水を短時間にマンホール本体２内に導入するととも
に、過剰間隙水に含まれる土砂や泥等の浮遊物を効率よく除去することができる。
【００２１】
　濾過部材１５としては、河川・湖沼の堆積廃土などの粘性土に木材の粉や籾殻と植物の
茎などを混合して焼成し、多孔質の素焼き凝塊としたものを利用することができる。この
ようなものを濾過部材１５として使用すれば、堆積廃土等を有効に利用することができる
。そして、このように素焼きにより所定の大きさを有する塊として形成して、これら塊が
間隙を有する形で積層充填されているようにしたものを人工軽量ろ過材として第一開口部
５ａに充填することにより、濾過部材１５が透水性を有したフィルタとして機能し、過剰
間隙水に含まれる土砂や泥等を効果的に濾過することができるとともに、目詰まりが防止
される。
【００２２】
　さらに、比較的荒い砂利や砕石を濾過部材１５として使用することもできる。このよう
なものを濾過部材１５として利用すれば、透水性を有したフィルタとして機能し、土砂や
泥等によって砂利や砕石間の流水路が目詰まりすることが防止される。
【００２３】
　或いは、濾過部材１５は、透水性を有する多孔質部材によって構成され、多数の連続し
た空孔を有し、その空孔を通して水を通過させる性質を有する部材を使用してもよい。多
孔質部材により濾過部材１５を形成することにより、低コストに過剰間隙水に含まれる砂
等の浮遊物などを除去することができる。
【００２４】
　濾過部材１５としては、連続微細透孔を有する多孔質セラミックを使用することもでき
る。多孔質セラミックスとしては、例えば廃ガラスに炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）、ド
ロマイト（ＣａＣＯ3・ＭｇＣＯ3）、マグネサイト（ＭｇＣＯ3）、炭化珪素（ＳｉＣ）
等の発泡剤を添加、粉砕混合して焼成発泡したものや、天然鉱物として産出する黒曜石、
真珠岩を焼成発泡させて形成したものを使用することができる。
【００２５】
　また濾過部材１５としては、人工軽量骨材を使用することもできる。人工軽量骨材は、
例えば、膨張頁岩や真珠岩などのガラス質成分を含む原料を粉砕して粒度調整し、必要に
応じて炭素や炭化珪素（ＳｉＣ）、あるいは結合成分を加えて成形ないし造粒し、これを
加熱(１２５０℃前後)焼成し、表面を溶融ガラス化すると共に炭素のガス化によって膨張
発泡させて軽量化したものである。人工軽量骨材としては低強度のものを用いるとよい。
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【００２６】
　これら濾過部材１５は、点加重が０．２ｋＮ以上０．６ｋＮ以下の範囲内で損傷する低
強度濾過部材（低強度人工軽量ろ過材）を使用するとよい。望ましくは、０．４ｋＮ程度
で損傷するものがよい。０．２ｋＮ以下で損傷するものであると、小さな揺れによっても
損傷する。また０．６ｋＮ以上でも損傷しない濾過部材１５であれば、排水管３やマンホ
ール本体２が損傷する可能性が生じる。このような濾過部材１５を使用することにより、
地震時に、マンホール本体２及び排水管３に揺れが生じた場合に、濾過部材１５が破損、
損傷することによって、濾過部材１５が揺れを吸収して、マンホール本体２及び排水管３
の破損、損傷を防止することができる。
【００２７】
　図３及び図４を用いて、誘導経路部材５ｋをマンホール本体２に備えたところを示す。
図３は、図１の接続周辺部Ｐの拡大図である。誘導経路部５の第一開口部５ａには、排水
管３の外周面を取り囲む環状孔１２が形成され、排水管３が環状孔１２にシール部１１を
介してマンホール本体２に取り付けられるように構成されている。シール部１１は、ゴム
系のシール部材を用いることができる。第一開口部５ａには、濾過部材１５が、過剰間隙
水の導入経路を塞ぐ形で、かつ排水管３の周壁を取り囲む形で備えられており、誘導経路
部５内に濾過部材１５を固定する網状固定部材であるネット１６が備えられている。ネッ
ト１６により、濾過部材１５が過剰間隙水の水圧により、移動することを防ぎ、誘導経路
部内の所定の位置に常時固定することができる。
【００２８】
　誘導経路部材５ｋがマンホール本体２に備えられて誘導経路部５とされた図１における
Ｂ－Ｂ断面図、Ｃ－Ｃ断面図、Ｄ－Ｄ断面図を図５（ａ）、図５（ｂ）、図５（ｃ）にそ
れぞれ示す。図に示すように誘導経路部５は、マンホール本体２の周壁部２ａの内周面に
沿って、排水管３の外周を囲む形で設けられている。このように構成すれば、マンホール
本体２内に作業員が入る場合でも、誘導経路部５が障害とならない。また図１に示すよう
に、平常時には、誘導経路部５の第二開口部５ｂは、地下水位２１よりも地上側となるよ
うに設けられている。
【００２９】
　また、マンホール１は、前述のように濾過部材１５を使用することにより、地震時に発
生する過剰間隙水を誘導経路部５に導入し、挿入された過剰間隙水を濾過部材１５によっ
て濾過することができる。さらに濾過部材１５が低強度に形成されているため、図６に示
すように、排水管３のマンホール本体２との接続部（シール部１１）において、地震時の
地盤の揺動に従って、所定以上の力が印加されることにより、排水管１１と第一開口部５
ａとの相対移動が可能になる。このため、排水管３やマンホール本体２の損傷を防止する
ことができる。さらに強度の揺れが発生すると、濾過部材１５が損傷することにより、排
水管３やマンホール本体２の損傷を防止することができる。
【００３０】
　以上のように、誘導経路部５をマンホール本体２に設けることにより、地震時における
過剰間隙水をマンホール１に導入して、マンホール１の浮き上がりを防止することができ
る。また誘導経路部５は、マンホール本体２の内部に設けられる構成であるため、既設の
マンホールにも誘導経路部５を容易に低コストかつ短時間に設けることができる。さらに
濾過部材１５が誘導経路部５内に備えられていることから、過剰間隙水に含まれる土や泥
等を除去してマンホール１に導入することができる。また、濾過部材１５が低強度である
ため、所定以上の揺れが発生した場合に、濾過部材１５が損傷して揺れを吸収することで
、マンホール本体１や排水管３が損傷することを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明は、地震時の過剰間隙水による浮き上がりを防止するマンホールとして利用可能
である。また、誘導経路部材５ｋは、既設のマンホールに備えて、地震時の過剰間隙水に
よる浮き上がりを防止することが可能である。
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【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１（ａ）は、本発明のマンホールの断面図、図１（ｂ）は、図１（ａ）のＡ－
Ａ断面図である。
【図２】誘導経路部材を説明する図である。
【図３】排水管の接続を示す図１（ａ）のＰの拡大断面図である。
【図４】誘導経路部材の取り付けを示す図である。
【図５】図５（ａ）は、図１（ａ）のＢ－Ｂ断面図、図５（ｂ）は、図１（ａ）のＣ－Ｃ
断面図、図５（ｃ）は、図１（ａ）のＤ－Ｄ断面図である。
【図６】地震時の排水管の接続部を示す図である。
【符号の説明】
【００３３】
１：マンホール、２：マンホール本体、２ａ：周壁、２ｂ：貫通孔、３：排水管、４：開
口部、５：誘導経路部、５ａ：第一開口部、５ｂ：第二開口部、５ｋ：誘導経路部材、５
ｓ：外周面、９：マンホール蓋、１１：シール部、１２：環状孔、１５：濾過部材、１６
：ネット、２１：地下水位

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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